
登録メリット１

登録メリット２

飲食店のたばこ対策 (受動喫煙防止 )を佐賀県が応援する取組です。
　　  条件を満たしてご登録いただくと以下のメリットがあります。



店舗全体とお店が所有する敷地内の全てが禁煙で、灰皿を置かないこと

店舗全体 (テラスも含む )が禁煙で、灰皿を置かないこと。
また、屋外に喫煙場所を設置する場合は、受動喫煙に配慮した場所
(出入口などから煙が入らない場所など )に設置すること。

登録をご希望の方は、「禁煙届出飲食店登録申込書」を店舗所在地を管轄する保健福祉事務所
に提出してください。
登録条件「❷完全屋内禁煙」に該当する場合は、屋外の喫煙場所と店舗の位置関係が分かる
写真または図を添付してください。
メールや FAX での提出も可能です。詳しくは、管轄する保健福祉事務所にお問合せください。

実地検査を行う場合は、原則書類の提出から１カ月以内に行いますが、日程の調整がつかない場合は、この限りではありません。

【届出飲食店からの相談をお受けします】
保健福祉事務所では、必要に応じて登録後の店舗の禁煙対策についても、相談をお受けします。

健康福祉部 健康福祉政策課 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp

【受付時間】


